
平
成
二
十
五
年
六
月
十
七
日
提
出

質

問

第

一

〇

七

号

憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
係
る
政
府
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

岡

田

克

也
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憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
係
る
政
府
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
五
年
六
月
五
日
に
私
が
提
出
し
た
「
投
票
価
値
の
平
等
及
び
区
割
り
改
定
法
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す

る
答
弁
書
（
同
年
六
月
十
四
日
送
付
）
は
、
私
が
政
府
自
身
の
見
解
を
問
う
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
決
を
引
用

す
る
の
み
で
何
ら
質
問
に
答
え
て
お
ら
ず
、
極
め
て
不
十
分
か
つ
不
誠
実
な
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
改
め
て
、
憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
係
る
政
府
見
解
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。
政
府
自
身
の
見
解
に

つ
い
て
、
的
確
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

一

政
府
は
、
区
画
審
設
置
法
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
「
一
人
別
枠
方
式
」
は
、
平
成
二
十
一
年
総
選
挙
時
に
お
い
て
、
憲

法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
反
す
る
に
至
っ
て
い
た
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。

二

一
人
別
枠
方
式
を
廃
止
し
、
小
選
挙
区
を
人
口
比
例
で
都
道
府
県
に
配
分
す
れ
ば
、
定
数
二
百
九
十
五
の
場
合
、
例
え

ば
、
東
京
都
の
小
選
挙
区
数
は
五
増
、
神
奈
川
県
は
三
増
と
な
る
と
こ
ろ
、
緊
急
是
正
法
及
び
区
割
り
改
定
法
案
で
は
、
現

在
の
小
選
挙
区
数
の
ま
ま
据
え
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
反
し
て
い
な
い
と
い
え
る

の
は
な
ぜ
か
。

三

緊
急
是
正
法
及
び
区
割
り
改
定
法
案
で
は
、
大
阪
府
よ
り
人
口
が
多
い
神
奈
川
県
の
小
選
挙
区
数
が
大
阪
府
の
小
選
挙
区

一



数
よ
り
少
な
い
逆
転
現
象
が
生
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
反
し
て
い
な
い
と
い
え
る
の
は

な
ぜ
か
。

四

一
人
別
枠
方
式
を
廃
止
し
、
小
選
挙
区
を
人
口
比
例
で
都
道
府
県
に
配
分
す
れ
ば
、
定
数
二
百
九
十
五
の
場
合
、
鳥
取
県

の
小
選
挙
区
数
は
一
と
な
る
と
こ
ろ
、
緊
急
是
正
法
及
び
区
割
り
改
定
法
案
で
は
二
と
な
っ
て
い
る
が
、
鳥
取
県
の
小
選
挙

区
数
が
一
と
な
ら
な
い
合
理
的
な
理
由
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

五

政
府
は
、
選
挙
区
間
の
最
大
較
差
が
二
倍
未
満
で
あ
れ
ば
、
憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
反
し
て
い
な
い
と
認
識

し
て
い
る
の
か
。

六

選
挙
区
間
の
最
大
較
差
が
二
倍
未
満
で
あ
れ
ば
、
憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
反
し
て
い
な
い
と
の
見
解
を
示
し

た
最
高
裁
判
決
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


